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障害のある人の特性や障害への正しい理解を深め、差別や偏見のない地域社会の実現をめざします。ボラン

ティア活動などを活性化させ、地域での支えあいの仕組みづくりを行うことで、市民同士での支えあう意識を向上

させます。加えて、障害のある人の尊厳を保持するための取組や、市内事業者に対する合理的配慮の普及・拡

大、情報アクセシビリティの向上などにも取り組みます。 

 

本市において増加傾向にある特別な支援を要する子どもたちとその家族の地域生活を支えるため、障害の特

性や発達段階に応じた支援の仕組みづくりをめざします。各種健診や、保護者や保育・教育施設、保健医療

機関と連携を強化し、障害の早期発見・早期療育を推進します。 

また、就学前から就学後、卒業後までを見据え、関係機関の連携のもと、相談・保育・療育・特別支援教育

など、切れ目のない伴走型の支援の推進に取り組みます。 

 

保健・医療やスポーツ・レクリエーション活動などの視点から、心身の健康の維持・増進に向けた健康づくり・医

療体制整備をめざします。早期発見のためのこころの健康相談含む健康相談や健康診査、保健活動に取り組

むとともに、その中で難病患者等への支援や精神保健・医療の充実に向けた関係機関との連携も図ります。 

また、通院・入院にかかる医療費の負担軽減等、障害の特性に応じた適切な支援にも取り組みます。 

 

障害の有無にかかわらず、個人の希望に応じて地域でのさまざまな活動参加や移動、就労ができるまちづくり

をめざします。就労の機会づくりや定着・継続に向けた支援に取り組むとともに、社会参加に向けた日中活動・余

暇活動、団体活動の支援と移動手段の確保にも取り組みます。 

 

障害の状態や個々のライフステージ等に応じて必要となる生活基盤の整備や、相談等サービス提供が行える

支援体制づくりを進め、障害のある人が住み慣れた地域で自立し、安心して暮らせるまちをめざします。生活支

援や相談支援体制の整備、バリアフリー等のハード整備、防災・防犯等の環境整備に取り組みます。   
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